
日々の生活に、環境への配慮を！

お風呂は冷めないうちに、み

んなで続けて入った。

《 日・ 年で

円節約》

ほかのことをするときは、テ

レビを消した。《 日・

年で 円節約》

お湯や水を流しっぱなしに

しないで、こまめにとめた。

《 日・ 年で

円節約》

照明は、省エネ型の 照

明を使用した。《 週

間・ 年で 円節約》

部屋を出る時は、明かりを消

した。《 日・ 年で

円節約》

トイレの便座暖房の電源を

切った。（冬は温度を低くし

た。）《 週間・ 年

で 円節約》

炊飯器の保温機能を使わな

かった。《 日・ 年で

円節約》

エアコンのフィルターを掃

除した。《 週間・

年で 円節約》

テレビなど家電製品を使わ

ないときは、主電源を切った

りコンセントからプラグを

抜いた。《 日・ 年で

円節約》

電気ポットを長時間使用し

ないときはプラグを抜いた。

《 日・ 年で

円節約》

冷蔵庫にものを詰め込み過

ぎなかった《 日・ 年

で 円節約》

部屋を冷やしすぎないよう

に、控えめに冷房を使った。

【室温の目安は ℃】

《 日・ひと夏で

円節約》

≪エコライフ ＆ 埼玉 夏 取組項目一覧≫

※ （グラム）は取組によって減らせる二酸化炭素の量です。 コンセントマークは節電になる取組です。

⇒どれだけ取り組めたか、特設サイトで報告しましょう！

「エコライフ ＆ 埼玉特設サイト」

冷蔵庫の庫内温度設定を、

「強」から「中」に変更した。

《 週間・ 年で

円節約》

冷蔵庫の食材をチェックし、

買うものを決めてから買い

物に出かけた。《 日》

ご飯やおかずを、残さず食べ

た。《 日》

出かけるときは、水筒やマイ

ボトルを持ち歩いた。《

日》

野菜は旬のものを選んで食

べた。《 日》
買い物をするとき、レジ袋を

もらわなかった。《 日》

出かけるときは自動車に乗

らずに、徒歩・自転車・バス・

電車を利用した。《

日・ 年で 円節約》

お店で手前にある食品を購

入した。《 日》

埼玉県環境部温暖化対策課 埼玉県地球温暖化防止活動推進センター

： ：

リビング リビング リビング リビング

リビング リビング お風呂・洗面所 お風呂・洗面所

お風呂・洗面所 キッチン キッチン キッチン

キッチン キッチン 食べ物 食べ物

食べ物 外出 外出 外出

二次元コード

二酸化炭素などの温室効果ガスの増加により、地球の温暖化が進んでいます。地球温暖化が進むと、気候
変動により深刻な自然災害などが発生する恐れがあります。地球温暖化を防ぐためには、皆さん一人一人
の省エネ行動が必要です。以下の取組項目を参考に、できることからはじめましょう！ 

問  農林環境課 環境担当 ☎65-0814

広告広告

町産の木材の使用に対して
補助金を交付します

町では、ときがわ町産の木材を使用して、住
宅や店舗、倉庫及び木塀、ウッドデッキなど
の付属建築物を新築、増築、改築、改修、補
修する場合、ときがわ町産材の木材の使用量
に対して、その費用の一部を補助します。
※書類審査前に着工した場合は対象外です。

補助金額  
　町産の木材 1立方ｍあたり 2万円
※工事１件あたりの上限額 30万円

対象者  
　◆以下のいずれかに該当する方
　　・町内に住所を有する方（見込み含）
　　・町内に事業所を有する方（見込み含）
　　・ 工事対象となる住宅等を所有する方ま

たは利用する方

　◆かつ、以下の全ての項目に該当する方
　　   ときがわ町内でときがわ町産の木材

を使用して住宅等の建築等を行う方
　　   この補助金の交付を同じ年度内に受

けていない方
　　   町税を滞納していない方

対象工事  
　◆以下のすべてに該当する工事
　　   町内の事業所から町産の木材が納入

されること
　　   補助金を交付した年度末までに工事

完了となる見込みであること
　　   工事箇所が他の制度の補助等を受け

ないこと

問 農林環境課 農林担当 ☎ 65-1532

マイナンバーカード普及の
ための特別開庁を実施します

平日以外でもマイナンバーカードの手続きが
できるよう、休日に特別開庁を実施します。
※事前に電話でご予約をお願いします。
※ 特別開庁時は、住民票等の証明書の発行、転出入

等の住民異動など、通常の業務はできません。

日時  8月27日㈰・9月9日㈯　9時～12時

内容    マイナンバーカードの申請（申請用
写真撮影を含む）、マイナンバーカー
ドの受領、電子証明書の更新、マイ
ナポイント申請

【申請、ポイント手続きの予約】
　政策財政課 ☎ 65-0404
【受領、電子証明書の更新の予約】
　町民健康課 ☎ 65-0812

ときがわ町
交通指導員を募集します！

交通指導員は、町の交通安全や事故防止を図
るために活動しています。地域の交通安全に
ご協力いただける方は、お気軽にご連絡くだ
さい。

募　集  １名（現在11名・定数 12名）

活　動    子どもの登校時における立哨や、
町内の行事・イベント時の交通指導

資　格    ・ 町内在住の交通安全に対する理
解と関心がある方（性別不問）

　　　    ・ 聴力、視力及び弁色力に異常が
なく、かつ健康な方

待遇等  謝金あり、制服・装備品等は貸与

問 総務課 ☎ 65-0401
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